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 （趣旨） 
第１条 この要項は，災害ボランティア活動に参加する富山大学（以下「本学」という。）
の学生（非正規生を除く。）に対する活動支援に関し，必要な事項を定める。 

 
（目的） 

第２条 本学の学生（非正規生を除く。）が，災害救助法の適用を受けた地域又は当該
地域の被災者の支援等のため，災害ボランティア活動（以下「ボランティア活動」と
いう。）に参加する際の経済的な負担軽減を図ることにより，同活動に参加する学生
の意欲を高め，継続的に活動を推進することを目的とする。 

 
（支援内容） 

第３条 ボランティア活動に要する経費を，次のとおり助成する。ただし，本学以外の
他機関等から同様の支援を受ける場合は，助成しないものとする。 

 （１）継続的に活動を実施する団体への支援として，１団体（４人以上で構成される
もので，活動内容について助言及び指導できる教員を顧問とするもの）につき３
万円を上限とし，必要な物品購入を助成する。 

 （２）個人への支援として，１回の活動につき３千円の活動支援金を支給する。ただ
し，同一の学生に対し，原則として，同一年度内で５回を限度とする。 

 
 （物品購入助成） 
第４条 活動用の物品購入を希望する団体は，別記様式第１号「災害ボランティア活動
団体物品購入助成申請書」により，学務部学生支援課に申請するものとする。 

２ 助成を受けた団体は，活動状況を定期的に報告する義務を負うものとする。 
 
（活動支援金支給） 

第５条 活動支援金の支給を希望する学生は，原則として，ボランティア活動日の７日
前までに，別記様式第２号「災害ボランティア活動届出書兼支援金申請書」により，
学務部学生支援課に申請するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない理由により所定の期日までに申請できなか
った場合は，ボランティア活動日が確定した時点又は活動終了後速やかに申請するも
のとする。 

３ 前２項の申請を行う学生は，ボランティア活動後，できるだけ速やかに別記様式第
３号「災害ボランティア活動報告・証明書」及び別記様式第４号「災害ボランティア
活動支援金請求書」を，学務部学生支援課に提出するものとする。 

 
 （審査） 
第６条  
１ 支援対象団体，支援対象者及び支援内容は，前２条の申請内容を審査の上，学生支



援担当副学長又は学長補佐が決定し，その結果を申請者に通知するものとする。 
２ 申請に虚偽があった場合は，支援内容に相当する金額を返還させるものとする。 
３ 支援内容は，予算の範囲内において実施するものとし，予算の状況によっては年度
の途中で終了することがある。 
  
（雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，本事業の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
 
   附 則 
この要項は，令和６年４月 26日から施行する。 
  附 則 
この要項は，令和７年 10月８日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 


